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不
動
産
取
得
税
の
お
知
ら
せ

茨
城
県
が
ん
検
診
推
進
強
化
週
間

町
戦
没
者
追
悼
式
を

執
り
行
い
ま
す

10
月
は
土
地
月
間
で
す

〜
土
地
取
引
の
後
に
は
届
出
を
〜

本
人
通
知
制
度
を
開
始
し
ま
し
た

▲詳細はこちら

　

不
動
産
取
得
税
と
は
、
相
続
以
外
の
理

由
で
土
地
や
建
物
を
取
得
し
た
と
き
に
課

税
さ
れ
る
県
の
税
金
で
す
。
不
動
産
を
取

得
し
た
方
は
、
取
得
し
た
日
か
ら
60
日
以

内
に
「
不
動
産
取
得
申
告（
報
告
）書
」
を
水

戸
県
税
事
務
所
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

納
税
額
の
計
算
方
法　

不
動
産
取
得
税
は
、

　

固
定
資
産
評
価
額
（
町
の
固
定
資
産
課

　

税
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
価
格
）
に

　

税
率
（
土
地
お
よ
び
住
宅
は
３
％
、
住

　

宅
以
外
の
家
屋
は
４
％
）
を
乗
じ
た
額

　

と
な
り
ま
す
。

軽
減
措
置
等　

住
宅
や
住

　

宅
用
地
を
取
得
し
た
場

　

合
な
ど
、
一
定
の
要
件

　

を
満
た
し
て
い
れ
ば
、

　

申
請
に
よ
り
不
動
産
取
得
税
の
軽
減
措

　

置
や
納
税
の
猶
予
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

問
合
せ　

水
戸
県
税
事
務
所 

課
税
第
二
課

　

☎
０
２
９

－

２
２
１

－

４
８
２
０

　

毎
年
10
月
は
、
県
が
主
催
す
る
「
茨
城

県
が
ん
検
診
推
進
強
化
月
間
」
で
す
。
が

ん
検
診
の
目
的
は
、
が
ん
を
早
期
発
見
し
、

早
期
治
療
に
つ
な
げ
る
こ
と
で
、
が
ん
で

亡
く
な
る
方
を
一
人
で
も
減
ら
す
こ
と
で

す
。
受
診
対
象
の
方
は
、
が
ん
検
診
を
忘

れ
ず
に
受
け
ま
し
ょ
う
。

※

城
里
町
の
集
団
健
診
は
、
11
月
27
日（
水
）

　

が
最
終
日
で
す
。
受
診
を
ご
希
望
の
方

　

は
、
11
月
８
日
（
金
）ま
で
に
常
北
保
健

　

福
祉
セ
ン
タ
ー
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

　

だ
さ
い
。

問
合
せ　

常
北
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
２
９

－

２
４
０

－

６
５
５
０

　

先
の
大
戦
に
お
け
る
戦
没
者
を
追
悼
し
、

恒
久
平
和
を
祈
念
す
る
た
め
、「
令
和
６
年

度 

城
里
町
戦
没
者
追
悼
式
」
を
次
の
と
お

り
執
り
行
い
ま
す
。

日
　
時　

10
月
22
日（
火
）

　

午
前
10
時
開
式（
受
付
９
時
30
分
〜
）

場
　
所　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
城
里

　

ホ
ー
ル

対
象
者　

戦
没
者
な
ら
び
に
戦
災
な
ど
に

　

よ
る
死
没
者
の
遺
族

問
合
せ　

健
康
福
祉
課

　

☎
０
２
９

－

３
５
３

－

７
２
６
５（
直
通
）

　

町
で
は
、
令
和
６
年
10
月
か
ら
本
人
通

知
制
度
を
開
始
し
ま
し
た
。
こ
の
制
度
は
、

住
民
票
の
写
し
や
戸
籍
謄
本
等
を
本
人
の

代
理
人
や
第
三
者
に
交
付
し
た
際
に
、
そ

の
交
付
し
た
事
実
に
つ
い
て
本
人
に
お
知

ら
せ
を
す
る
制
度
で
す
。

　

こ
の
制
度
が
周
知
さ
れ
る
こ
と
で
、
住

民
票
の
写
し
等
の
不
正
請
求
お
よ
び
不
正

取
得
の
早
期
発
見
に
つ
な
が
る
と
と
も
に
、

委
任
状
の
偽
造
や
不
必
要
な
身
元
調
査
等

の
未
然
防
止
な
ど
、
個
人
の
権
利
侵
害
が

防
止
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
制
度
の
利
用
に
は
登
録
申

請
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
町
民
課
窓

口
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

町
民
課

　

☎
０
２
９

－

２
８
８

－

３
１
１
１

　
　
　
　
　

 　

（
内
線
１
１
４
〜
１
１
６
）

　

10
月
は
、
土
地
に
関
す
る
様
々
な
普
及

啓
発
活
動
を
行
う「
土
地
月
間
」で
す
。

　

一
定
面
積
以
上
の
土
地
取
引
を
行
っ
た

場
合
、
国
土
利
用
計
画
法
に
基
づ
き
、
権

利
取
得
者（
譲
受
人
）
は
、
ま
ち
づ
く
り
戦

略
課
に
届
出
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

○
届
出
の
必
要
な
面
積

　

市
街
化
区
域
二
千
㎡
以
上
、
市
街
化
区

　

域
以
外
の
都
市
計
画
区
域
五
千
㎡
以
上
、

　

都
市
計
画
区
域
外
の
区
域
一
万
㎡
以
上

○
届
出
の
必
要
な
取
引

　

売
買
、
交
換
、
共
有
物
持
分
の
譲
渡
、

　

一
時
金
を
伴
う
地
上
権
、
賃
借
権
の
設

　

定
又
は
譲
渡
等

○
届
出
期
限

　

契
約
締
結
日
を
含
め
て
二
週
間
以
内

※

詳
し
く
は
、
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

　

覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

ま
ち
づ
く
り
戦
略
課

　

☎
０
２
９

－

２
８
８

－

３
１
１
１

　
　
　
　
　
　
　
　

（
内
線
２
２
８
）



（広 告）

第
５
回
城
里
ユ
ニ
カ
ー
ル
大
会

参
加
者
を
募
集
し
ま
す

第
22
回

認
知
症
フ
ォ
ー
ラ
ム
in
い
ば
ら
き

10
月
は
行
政
相
談
月
間
で
す

城
里
町
文
化
協
会
発
表
会

（
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
）の
お
知
ら
せ

い
ば
ら
き
県
央
地
域
イ
ベ
ン
ト

「
あ
す
旅
キ
ャ
ン
プ
フ
ェ
ス
」を
開
催

　

ユ
ニ
カ
ー
ル
は
、
氷
上
の
ス
ポ
ー
ツ
「
カ

ー
リ
ン
グ
」
を
室
内
で
で
き
る
よ
う
工
夫

さ
れ
た
ス
ポ
ー
ツ
で
す
。
初
心
者
の
方
も

お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日　

時　

11
月
３
日
（
日
）午
前
９
時
20
分

※

受
付
は
午
前
９
時
か
ら

場　

所　

常
北
公
民
館 

体
育
室

対
象
者　

町
内
お
よ
び
周
辺
市
町
村
に
在

　

住
、
在
勤
、
在
学
さ
れ
て
い
る
高
校
生

　

以
上
の
方

募
集
人
員　

20
チ
ー
ム（
60
名
程
度
）

※

個
人
で
の
申
し
込
み
も
で
き
ま
す
。

参
加
費　

１
人
５
０
０
円

※

城
里
町
ユ
ニ
カ
ー
ル
連
盟
会
員
、
学
生

　

は
無
料
で
す
。（
当
日
加
入
も
で
き
ま
す
。）

申
込
方
法　

申
込
先
ま
で
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
お

　

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
期
間　

10
月
10
日
（
木
）〜
18
日（
金
）

申
込
先　
　

０
２
９

－

２
８
８

－

４
３
４
６

問
合
せ　

城
里
町
ユ
ニ
カ
ー
ル
連
盟

　

☎
０
９
０

－

７
２
４
０

－

７
７
２
４

　

毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
、
お
困
り
の
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　

行
政
相
談
委
員
が
行
政
に
関
す
る
相
談

に
応
じ
、
公
正
・
中
立
な
立
場
か
ら
問
題

解
決
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

行
政
相
談
日
程
・
場
所

〈
定
例
相
談
所
〉

　

〇
10
月
15
日（
火
）

　
　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
城
里

　

〇
12
月
18
日
（
水
）

　
　

桂
公
民
館

　

〇
令
和
７
年
２
月
19
日（
水
）

　
　

七
会
町
民
セ
ン
タ
ー

〈
特
設
相
談
所
〉

　

〇
10
月
26
日
（
土
）

　
　

常
北
運
動
公
園　

　
　

※

「
ホ
ロ
ル
の
た
ま
ご
〜
し
ろ
さ
と

　
　
　

町
民
ま
つ
り
〜
」に
て
開
設

時　

間　

各
日
、
午
前
10
時
〜
正
午

問
合
せ　

総
務
課

　

☎
０
２
９

－

２
８
８

－

３
１
１
１

　
　
　
　
　
　
　
　

（
内
線
２
１
７
）

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
城
里
ホ
ー
ル

に
お
い
て
、
ウ
ク
レ
レ
・
オ
カ
リ
ナ
演
奏
、

歌
謡
、
コ
ー
ラ
ス
、
舞
踊
、
フ
ラ
ダ
ン
ス
、

太
鼓
な
ど
の
発
表
を
行
い
ま
す
。
お
茶
席

も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
季
節
の
茶
菓
子
を

お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。
皆
さ
ま
の
ご
来
場

を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

日　

時　

10
月
20
日
（
日
）

（
開
場
）
午
後
０
時
30
分

（
開
演
）
午
後
１
時

場　

所　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
城
里

　

ホ
ー
ル　

※

入
場
無
料

問
合
せ　

城
里
町
文
化
協
会

　

☎
０
９
０

－

９
６
７
２

－

５
２
８
３

　

今
年
で
３
回
目
を
迎
え
る
「
あ
す
旅
キ
ャ

ン
プ
フ
ェ
ス
」
で
は
、
い
ば
ら
き
県
央
地
域

９
市
町
村
の
食
材
を
使
っ
た
ピ
ザ
焼
き
体

験
や
ホ
イ
ル
焼
き
体
験
、
自
然
と
触
れ
合

う
ク
ラ
フ
ト
体
験
な
ど
を
楽
し
め
ま
す
。

ま
た
、
県
央
地
域
９
市
町
村
の
特
産
品
を

集
め
た
マ
ル
シ
ェ
も
同
時
に
開
催
し
ま
す
。

深
ま
る
秋
を
感
じ
な
が
ら
、
美
味
し
い
グ

ル
メ
や
ク
ラ
フ
ト
体
験
を
ぜ
ひ
お
楽
し
み

く
だ
さ
い
。

開
催
日　

11
月
23
日（
土
）、
24
日（
日
）

　

※

両
日
と
も
、
午
前
10
時
〜
午
後
３
時

　
　

ま
で
は
入
場
無
料
。
宿
泊
に
関
し
て

　
　

は
、
予
約
が
必
要
。

場　

所　

涸
沼
自
然
公
園
キ
ャ
ン
プ
場

主　

催　

い
ば
ら
き
県
央
地
域
観
光
協
議
会

問
合
せ　

ま
ち
づ
く
り
戦
略
課

　

☎
０
２
９

－

２
８
８

－

３
１
１
１

　
　
　
　
　

 　

（
内
線
２
２
０
・
２
２
４
）

　

茨
城
に
お
け
る「
認
知
症
の
今
」を
知
る

こ
と
を
テ
ー
マ
と
し
た
講
演
や
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
を
行
い
ま
す
。
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
ご

参
加
く
だ
さ
い
。

日　

時　

12
月
１
日（
日
）

　

午
後
１
時
30
分
〜
４
時

場　

所　

東
海
村　

東
海
文
化
セ
ン
タ
ー

参
加
費　

無
料（
定
員
３
０
０
名
・
先
着
順
）

申
込
方
法　

二
次
元
コ
ー
ド

　

か
ら
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

公
益
社
団
法
人 

認

　

知
症
の
人
と
家
族
の
会　

茨
城
県
支
部

　

☎
０
２
９

－

８
２
８

－

８
０
８
９


